
仕事の窓仕事の窓

久
高
〜
安
座
真
航
路
に

　
　
高
速
旅
客
船『
ニ
ュ
ー
く
だ
か
Ⅲ
』就
航

『
ニ
ュ
ー
く
だ
か
Ⅲ
』
は
、
昭
和
63
年
以
来
就
航
し
て
い
た
『
ニ
ュ
ー
く
だ
か
』
の
代
船
で
、
昭
和
27
年
に
竣
工
し
た
初
代
の
『
新
宝
丸
（
4
・
7
7
ト
ン
）』
か
ら
数
え

て
5
代
目
に
な
り
、
平
成
21
年
8
月
27
日
よ
り
就
航
し
ま
し
た
。
当
航
路
は
、
久
高
海
運
合
名
会
社
に
よ
り
『
フ
ェ
リ
ー
く
だ
か
』
と
『
ニ
ュ
ー
く
だ
か
Ⅲ
』
の
2
隻
体

制
で
運
航
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

運輸部

　
旧
船
舶
の
『
ニ
ュ
ー
く
だ
か
』
は
、

エ
ン
ジ
ン
の
経
年
劣
化
に
よ
る
速
力
の

低
下
、
内
装
壁
材
及
び
座
席
シ
ー
ト
の

傷
み
等
老
朽
化
が
著
し
く
、
高
速
性
・

快
適
性
を
欠
き
不
経
済
船
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　
ま
た
、
久
高
島
は
古
く
か
ら
「
神
の

島
」
と
呼
ば
れ
、
神
事
や
祭
事
が
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
世

界
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
た
斎
場
御
嶽

と
も
関
係
が
深
く
、
斎
場
御
嶽
を
訪
れ

た
観
光
客
が
久
高
島
に
癒
し
と
安
ら
ぎ

を
求
め
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
域

の
交
通
の
足
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

島
民
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
な
る
こ
と
を

考
慮
し
た
代
替
船
の
建
造
が
望
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

『
ニ
ュ
ー
く
だ
か
Ⅲ
』
は
、
総
ト
ン
数

／
19
ト
ン
、
全
長
／
19
・
7
0
ｍ
、
航

海
速
力
／
24
ノ
ッ
ト
（
時
速
に
換
算
す

る
と
約
43
キ
ロ
）
、
旅
客
定
員
／
80

名
、
船
型
は
ロ
ン
グ
ノ
ー
ズ
バ
ウ
※
を

採
用
し
、
燃
費
節
減
、
波
に
強
く
、
ス

ピ
ー
ド
が
増
す
ほ
ど
安
定
性
が
高
ま
る

構
造
に
な
っ
て
お
り
、
従
来
の

『
ニ
ュ
ー
く
だ
か
』
で
は
片
道
15
分
の

航
海
時
間
を
3
分
短
縮
す
る
と
と
も

に
、
高
齢
者
や
車
い
す
利
用
者
に
配
慮

し
た
手
す
り
、
ト
イ
レ
、
通
路
、
ス

ロ
ー
プ
、
車
い
す
収
納
ス
ペ
ー
ス
等
バ

リ
ア
フ
リ
ー
に
対
応
し
た
設
備
や
省
エ

ネ
装
置
を
施
し
、
優
し
く
・
安
全
で
快

適
な
乗
心
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

『
ニ
ュ
ー
く
だ
か
Ⅲ
』
の
就
航
に
伴

い
、
海
上
輸
送
が
更
に
高
速
化
さ
れ
、

乗
客
の
利
便
性
の
向
上
や
安
定
的
な
旅

客
輸
送
の
確
保
に
よ
り
、
地
域
経
済
の

発
展
と
活
性
化
が
一
層
促
進
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
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公正取引室が進める「競争政策」
は、公正で自由な競争を促進することに

より事業活動を活性化させ、消費者の利

益を確保することを目的としています。

事業者が公正で自由な競争を行うことに

より、市場には品質の良い商品やサービ

スが提供され、消費者は自由にそれらの

中から選ぶことができ、その結果、消費

者の利益が確保されることになります。

　また、事業者も自らの創意工夫を発揮

して消費者のニーズに合った商品を開発

することにより売り上げを伸ばし成長し

ていくことができます。当室では、この

公正で自由な競争を守るための独占禁止

法や下請事業者いじめを防いだり、やめ

させたりするための下請法を運用してい

ます。

　当室では、県内各地においてこうした

「競争政策」についてより一層の理

解を深めてもらうとともに、その地

区の有識者からの幅広い意見・要望

に対する認識を深め、今後の競争政

策に役立てることを目的に年４回程

度「競争政策に関する有識者との懇

談会」を開催しており、去る9月

25日（金）には名護市の産業支援

センターにおいて本年度第１回の懇

談会を開催しました。

　懇談会では当室が公正取引委員会の最

近の活動状況や来年１月に施行予定の改

正独占禁止法についての説明を行った後、

出席者との意見交換が行われ「農産物の

ネーミングの権利の使用」や「大手企業

の取引業者いじめ」等の問題に関して活

発な意見が交わされました。

　なお、公正取引室では、県民の皆様か

らの独占禁止法又は下請法に違反する疑

いに関する情報（申告）を受け付けてお

ります。

　　　　　　　

総　務　部 公正で自由な競争が、事業者と消費者を守っています
～競争政策に関する懇談会を開催～

経済産業省の委託事業である「改
正特定商取引法・割賦販売法説明会」が、

那覇第２地方合同庁舎において、１０月２３

日に開催されました。

　昨年改正された特定商取引法・割賦販売

法説明会が平成２１年１２月１日から施行

されるため、改正法の内容について「政・省

令、ガイドライン」などにつきまして、全国

各地で開催され、経済産業省取引信用課

浅野優子氏及び消費者庁取引・物価対策課

山村直弘氏より、様々な事例を交え、説明

が行われ、主な改正内容として、以下のと

おりです。

【割賦販売法】

＜悪質商法を助長する与信の防止＞

○個別クレジットを行う事業者を登録制の

対象とし、行政による監督規定を導入。

○個別クレジットを行う事業者に訪問販売

等を行う加盟店の行為について調査す

ることを義務づけ、不適正な勧誘

があれば、消費者へ与信すること

を禁止。

○訪問販売等による売買契約が虚偽

説明等により取り消される場合や、

過量販売で解除される場合、個別

クレジットも解約し、消費者が既に

支払ったお金の返還も請求可能に。

＜過剰与信防止＞

○クレジット業者に対し、指定信用情報機関

を利用した支払能力調査を義務づけると

ともに、支払能力を超える与信を禁止。

＜規制範囲の拡大＞

○割賦の定義を見直し２ヶ月を超える１回

払い２回払いも規制対象に（現行は３回

払い以上）。

○原則すべての商品・役務を扱う取引を規

制対象に。

＜クレジットカード情報の保護＞

○個人情報保護法でカバーされていない

カード情報の漏洩や不正入手をした者

を刑事罰の対象に。

【特商法】

○訪問販売の規制強化（過量販売規制に

ついて）

○通信販売の規制強化（電子メールやカタ

ログ等広告媒体毎の表示ガイドラインに

ついて）

○罰則の強化　

経済産業部
Keiz
aisa
ngy
o

Som
ubu

○申告窓口

　総務部公正取引室

　　那覇市おもろまち２－１－１

　　那覇第二地方合同庁舎２号館６階

　　（℡098-866-0049）

「改正特定商取引法・割賦販売法説明会」の開催について

※
ロ
ン
グ
ノ
ー
ズ
バ
ウ
：
船
首
船
底
を
細
長
く
す
る
こ

と
に
よ
り
、
波
を
押
し
の
け
る
時
の
抵
抗
を
減
少
さ

せ
、
速
力
の
ア
ッ
プ
と
燃
費
の
節
約
が
図
ら
れ
波
浪
に

よ
る
船
体
衝
撃
を
緩
和
す
る
た
め
の
船
型
。
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